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東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
に
内
閣
の
取
り
組
み
を
求
め
る
三
課
題
の
そ
の
後
の
進
捗
状
況
に
関
す
る

質
問
主
意
書

先
に
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
に
、
国
と
し
て
最
優
先
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
、
被
災
地
の
災
害
廃
棄

物
の
広
域
処
理
、
福
島
第
一
原
発
避
難
区
域
等
の
再
編
、
夏
場
の
電
力
供
給
の
確
保
の
三
点
を
指
摘
し
、
野
田
内
閣
の
早
期
か

つ
積
極
的
な
取
り
組
み
を
求
め
る
質
問
主
意
書
（
質
問
第
一
六
二
号
・
質
問
第
一
九
六
号
）
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
内

閣
衆
質
一
八
〇
第
一
六
二
号
及
び
第
一
九
六
号
に
よ
る
答
弁
等
に
よ
り
、
こ
の
間
の
内
閣
に
お
け
る
取
り
組
み
を
理
解
し
つ
つ

も
、
三
課
題
の
処
理
を
進
捗
さ
せ
る
上
で
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
為
政
者
と
し
て
の
決
意
と
粘
り
強
い
不
断
の
努
力
が
欠
か
せ

な
い
状
況
が
鮮
明
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
野
田
内
閣
の
今
後
の
姿
勢
を
注
視
し
つ
つ
、
以
下
十
項
目
に
わ
た

り
、
三
課
題
の
そ
の
後
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

被
災
地
の
災
害
廃
棄
物
の
受
入
れ
を
行
っ
て
い
る
地
方
自
治
体
の
数
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
日
時
点
に
お
い
て
、
三

都
県
十
六
市
区
町
村
で
あ
り
、
同
日
時
点
に
お
い
て
、
岩
手
県
の
災
害
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
約
一
万
ト
ン
、
宮
城
県
の
災
害

廃
棄
物
に
つ
い
て
は
約
六
万
ト
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
地
方
自
治
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
直
近
の
時
点
で
の
状
況

を
伺
う
。

一



二

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
九
六
号
に
よ
れ
ば
、
被
災
地
の
災
害
廃
棄
物
の
受
入
れ
又
は
具
体
的
な
受
入
れ
の
表
明
又
は
回
答

を
行
っ
た
市
町
村
等
が
管
内
に
あ
る
都
道
府
県
の
数
は
二
十
六
で
あ
り
、
こ
れ
を
行
っ
た
政
令
指
定
都
市
の
数
は
十
三
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
時
点
に
お
い
て
、
八
府
県
及
び
同
府
県
内
の
八
政
令
指
定
都
市
に
対
し
、

合
計
で
約
九
十
一
万
ト
ン
の
災
害
廃
棄
物
処
理
の
受
入
れ
を
要
請
し
て
お
り
、
同
年
三
月
三
十
日
時
点
か
ら
追
加
が
な
か
っ

た
が
、
直
近
の
時
点
で
の
状
況
を
伺
う
。
併
せ
て
、
具
体
的
な
受
入
れ
の
表
明
を
行
っ
た
市
町
村
等
の
う
ち
、
災
害
廃
棄
物

を
運
び
込
ん
で
試
験
焼
却
を
実
施
す
る
段
階
に
至
っ
て
い
る
数
を
直
近
の
時
点
で
伺
う
。

三

各
自
治
体
は
、
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
住
民
の
理
解
を
得
る
た
め
に
様
々
な
努
力
を
続
け
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て

い
る
が
、
国
と
す
れ
ば
、
一
歩
ず
つ
で
も
事
態
を
前
進
さ
せ
る
不
断
の
努
力
が
欠
か
せ
な
い
局
面
で
あ
る
と
思
料
す
る
。
現

状
に
お
い
て
、
国
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
の
内
閣
の
認
識
と
決
意
を
伺
う
。

四

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
い
設
定
さ
れ
た
警
戒
区
域
及
び
避
難
指
示
区
域
等
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
に
川
内
村
と
田
村
市
、
同
月
十
六
日
に
南
相
馬
市
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
、
内
閣
衆
質
一
八
〇

第
一
九
六
号
に
よ
れ
ば
、
残
る
八
町
村
に
つ
い
て
、
関
係
者
と
の
調
整
を
引
き
続
き
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
住
民

説
明
会
を
開
催
済
み
の
市
町
村
数
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
時
点
で
四
市
町
村
で
あ
っ
た
が
、
直
近
の
時
点
で
の

二



状
況
を
伺
う
。

五

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
の
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
方
針
で
は
、
避
難
指
示
区
域
の
再
編
に
つ
い
て
は
本
年
三

月
末
を
一
つ
の
目
途
に
目
指
し
、
警
戒
区
域
の
解
除
は
、
早
け
れ
ば
四
月
を
目
指
し
、
大
き
く
遅
れ
な
い
一
定
期
間
後
に
実

施
す
る
方
向
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
方
針
は
維
持
さ
れ
て
い
る
の
か
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

六

五
に
つ
い
て
、
実
際
に
関
係
者
と
の
調
整
を
行
っ
て
い
く
中
で
、
当
初
の
方
針
通
り
に
事
が
運
ば
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と

は
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
国
と
す
れ
ば
、
一
歩
ず
つ
で
も
事
態
を
前
進
さ
せ
る
不
断
の
努
力
が
欠
か
せ
な
い
局
面

で
あ
る
と
思
料
す
る
。
現
状
に
お
い
て
、
調
整
に
時
間
を
要
す
る
理
由
と
併
せ
て
、
国
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
の
内

閣
の
認
識
と
決
意
を
伺
う
。

七

現
実
に
居
住
制
限
区
域
及
び
帰
還
困
難
区
域
に
設
定
さ
れ
た
地
域
の
住
民
を
中
心
に
、
避
難
を
継
続
さ
れ
て
い
る
方
の
帰

還
又
は
生
活
の
再
建
を
図
る
た
め
の
支
援
に
つ
い
て
、
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
六
二
号
に
よ
れ
ば
、
「
福
島
県
及
び
関
係
市

町
村
等
の
意
見
も
聴
き
な
が
ら
、
復
興
庁
を
中
心
と
す
る
関
係
府
省
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
」
と
の
こ
と
だ
が
、
特
段
の

立
法
措
置
を
取
る
必
要
性
や
緊
急
性
は
無
い
の
か
、
現
時
点
で
の
内
閣
の
認
識
を
改
め
て
確
認
す
る
。

八

平
成
二
十
四
年
夏
の
電
力
需
給
の
見
通
し
及
び
具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て
は
、
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
六
二
号
に
よ
れ

三



ば
、
「
同
年
五
月
の
連
休
前
後
ま
で
を
目
途
に
取
り
ま
と
め
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
需
給
見
通
し
に
つ
い
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
環
境
会
議
及
び
電
力
需
給
に
関
す
る
検
討
会
合
の
下
に
開
催
の
需
給
検
証
委
員
会
に
お
い
て
、
透
明
性
及
び
信
頼
性

を
高
め
る
こ
と
に
配
慮
し
つ
つ
精
査
し
た
過
程
は
理
解
す
る
も
の
の
、
対
策
の
提
示
を
含
め
、
当
初
の
期
限
か
ら
ず
れ
込
ん

だ
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
我
が
国
の
社
会
経
済
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
課
題
に
つ
い
て
、
内
閣
の
対
応
が
遅
れ
た
理
由
を

伺
う
。

九

我
が
国
の
電
力
供
給
上
の
制
約
の
現
状
を
踏
ま
え
、
節
電
等
の
努
力
は
国
民
、
企
業
を
含
め
、
皆
で
取
り
組
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
あ
る
と
思
う
が
、
一
面
、
国
が
目
標
と
す
る
経
済
成
長
を
実
現
し
て
い
く
上
で
は
、
電
力
供
給
上
の

制
約
が
過
度
の
影
響
を
及
ぼ
さ
ぬ
よ
う
、
内
閣
と
し
て
細
心
の
注
意
を
払
う
べ
き
と
考
え
る
。
つ
い
て
は
、
電
力
供
給
上
の

制
約
が
経
済
成
長
に
及
ぼ
す
影
響
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

十

福
井
県
大
飯
郡
お
お
い
町
の
関
西
電
力
大
飯
原
子
力
発
電
所
三
号
機
、
四
号
機
に
つ
い
て
は
、
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
九

六
号
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
四
年
四
月
十
三
日
に
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣
が
安
全
性
を
確
認
し
、
「
運
転
再
開
の
必
要
性
を
判
断
し
た
」
上
、
翌
日
、
経
済
産
業
大
臣
が
福
井
県
知
事
ほ
か
地

元
関
係
者
に
協
力
を
要
請
し
た
経
過
で
あ
る
。
同
所
が
稼
働
す
る
か
し
な
い
か
で
今
夏
の
関
西
電
力
管
内
の
電
力
需
給
の
状

四



況
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
も
、
既
に
国
が
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
科
学
的
、
技
術
的
吟
味
を
十
分
に
行
っ
た

上
で
の
納
得
で
き
る
説
明
を
強
く
求
め
る
関
係
者
の
思
い
を
十
分
尊
重
し
つ
つ
、
為
政
者
と
し
て
の
決
意
と
粘
り
強
い
不
断

の
努
力
が
欠
か
せ
な
い
重
要
な
局
面
に
立
ち
至
っ
て
い
る
も
の
と
思
料
す
る
。
野
田
内
閣
の
現
状
認
識
と
課
題
解
決
へ
の
決

意
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

五


